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○湯河原町真鶴町衛生組合情報公開条例施行規則 

令和５年３月30日 

規則第１号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、湯河原町真鶴町衛生組合情報公開条例（令和５年湯河原町

真鶴町衛生組合条例第１号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項

を定めるものとする。 

（公開請求書） 

第２条 条例第９条第１項の規定による請求書の提出は、行政文書公開請求書

（様式第１号）により行うものとする。 

２ 前項の行政文書公開請求書の提出は、公開請求に係る行政文書の名称又は内

容１件につき、１部とするものとする。 

３ 第９条第１項第３号の実施機関が定める事項は、条例第13条第２項に規定す

る公開の方法のうち、公開請求をしようとするものが求める公開の方法とする。 

（公開請求に対する諾否決定の通知） 

第３条 条例第10条第２項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に

応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。 

(１) 行政文書の全部を公開する旨の決定 行政文書公開決定通知書（様式第

２号） 

(２) 行政文書の一部を公開する旨の決定 行政文書一部公開決定通知書（様

式第３号） 

(３) 行政文書の全部を公開しない旨の決定（条例第８条の規定により公開請

求を拒むとき及び公開請求に係る行政文書を実施機関が管理していないと

きを含む。） 行政文書非公開決定通知書（様式第４号） 

（諾否決定期間の延長等の通知） 

第４条 条例第10条第４項の規定による通知は、行政文書公開諾否決定期間延長

通知書（様式第５号）により行うものとする。 

２ 条例第10条第５項の規定による通知は、行政文書公開諾否決定期間特例延長

通知書（様式第６号）により行うものとする。 

（事案の移送の通知） 

第５条 条例第11条第１項の規定による通知は、行政文書公開請求事案移送通知

書（様式第７号）により行うものとする。 

（第三者に対する意見書提出の機会の付与等の通知） 

第６条 条例第12条第１項及び第２項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事

項（第２号に掲げる事項にあっては、同条第２項に該当する場合に限る。）と

する。 

(１) 公開請求の年月日 

(２) 条例第12条第２項第１号又は第２号の規定の適用の区分及び当該規定

を適用する理由 

(３) 公開請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の

内容 

(４) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限 
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２ 条例第12条第１項及び第２項の規定による通知は、行政文書の公開に係る意

見照会書（様式第８号）により行うものとする。 

３ 条例第12条第１項及び第２項の意見書は、行政文書の公開に係る意見書（様

式第９号）によるものとする。 

４ 条例第12条第３項（条例第18条において準用する場合を含む。）の規定によ

る通知は、行政文書の公開に係る通知書（様式第10号）により行うものとする。 

（電磁的記録の公開の方法） 

第７条 条例第13条第２項の実施機関の定める方法は、次の各号に掲げる電磁的

記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、当該方法により難

いときは、組合長が適当と認める方法により行うものとする。 

(１) 録音テープ又はビデオテープ 当該録音テープ若しくはビデオテープ

を専用機器により再生したものの視聴又は録音カセットテープ若しくはビ

デオテープに複写した物の交付 

(２) その他の電磁的記録 当該電磁的記録を町長が保有するプログラム（電

子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合

わされたものをいう。）を使用して用紙に出力した物の閲覧若しくは写しの

交付、専用機器により再生したものの閲覧若しくは視聴又は磁気ディスク等

に複写した物の交付 

（行政文書の閲覧又は視聴の実施） 

第８条 行政文書（行政文書を複写したもの、前条第２号に規定する用紙に出力

した物及びこれを複写した物並びに専用機器により再生したものを含む。以下

この条において同じ。）の閲覧又は視聴は、組合長が指定する期日及び場所に

おいて行わなければならない。 

２ 前項の場合において、行政文書の閲覧又は視聴をする者は、当該行政文書を

丁寧に取り扱い、汚損し、又は破損してはならない。 

３ 前２項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対して、組合長は、

行政文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。 

（行政文書の写し等の作成等） 

第９条 行政文書（行政文書を複写したもの並びに第７条第２号に規定する用紙

に出力した物及びこれを複写した物を含む。以下この条において同じ。）の写

し等の作成は、組合長が別に定める方法により行うものとする。 

２ 行政文書の写し等の交付の部数は、一の請求につき１部とする。 

３ 条例第15条第２項の写し等の交付に要する費用は、別表に定める額とし、当

該費用は、前納しなければならない。 

（不服申立てに対する諮問） 

第10条 条例第16条の規定による湯河原町真鶴町衛生組合情報公開審査会への

諮問は、不服申立事案諮問書（様式第11号）により行うものとする。 

（諮問をした旨の通知） 

第11条 条例第17条の規定による通知は、湯河原町真鶴町衛生組合情報公開審査

会諮問通知書（様式第12号）により行うものとする。 

（行政文書の目録の作成及び閲覧） 

第12条 条例第24条第３項の行政文書の目録（以下「目録」という。）の作成は、
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保存文書目録（様式第13号）により行うものとする。 

２ 目録は、情報公開主管課において一般の閲覧に供するものとする。 

（運用状況の公表） 

第13条 条例第27条の規定による運用状況の公表は、湯河原町真鶴町衛生組合構

成町の広報紙に掲載して行うものとする。 

（その他） 

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

別表（第９条関係） 

種別 規格 単価 

普通紙複写機による単色（黒

色）刷り 

B５、A４、B４及びA３ １枚につき10円 

普通紙複写機による多色刷り B５、A４、B４及びA３ １枚につき100円 

フロッピーディスク、録音テー

プ、ビデオテープその他の記録

媒体への複写 

記録媒体を持参した場合 無料 

上記以外 実費 

写し等の送付に要する費用 実費 

備考 両面印刷をする場合は、片面を１枚としてこの表の規定を適用する。 
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様式第１号（第２条関係） 

様式第２号（第３条関係） 

様式第３号（第３条関係） 

様式第４号（第３条関係） 

様式第５号（第４条関係） 

様式第６号（第４条関係） 

様式第７号（第５条関係） 

様式第８号（第６条関係） 

様式第９号（第６条関係） 

様式第10号（第６条関係） 

様式第11号（第10条関係） 

様式第12号（第11条関係） 

様式第13号（第12条関係） 

 


